
第１ 　法曹人口問題

１ 　将来的な 法曹人口、 司法試験合格者数の検証に ついて

法曹資格を 得た者はそ の後平均し て ４ ３ 年間法曹と し て 稼働する こ と と な

り ま すが（ 弁護士白書を ご参照く ださ い。 ） 、 日本の人口は２ ０ １ ２ 年から

減少に 転じ て おり 、 国立社会保障・ 人口問題研究所が公表し たデータ に よ れ

ば４ ０ 年後の２ ０ ６ ６ 年の日本の人口は８ ０ ０ ０ 万人（ 現状から 約３ 割減）

に な る と 予測さ れて いま す。

こ の点、 医師養成数、 大学の定員のあり 方等に ついて は将来の人口減少を

前提と し た議論が行われて いま すが、 法曹人口、 司法試験合格者数に ついて

も 、 将来の人口減少を 踏ま え た具体的な 需要予測を 行い、 常に 適正な 法曹養

成数に 修正を 加え て いく こ と が必要と 考え ら れま す。

そ こ で、 日弁連会長と し て 、 将来的な 法曹人口、 司法試験合格者数を 検証

する ための組織を 設置し て 、 こ れら を 検証する お考え がある かど う か、 伺い

ま す。 　

そ のよ う な 組織を 設置する 場合、 可能な 限り 、 すべて の単位会から 委員を

選任する こ と 、 単位会の推薦を 尊重し て いただけ ま すか。

【 回答】

弁護士人口は、 質を 確保する こ と を 大前提と し つつ、 需要と 供給の関係

を 見極めつつ慎重に 判断すべき である 。 需要がな いのに 供給ばかり 増やし て

即独な ど の状況を 作っ たこ と は反省材料である 。 現時点では、 大都市部も そ

れ以外でも いずれも 弁護士が足り な いと の声があり 、 企業、 行政も 積極的に

採用し て いる 。 そ こ から し て 、 現時点では１ ５ ０ ０ 人では足り な いと も 考え

得る 。 し かし 、 将来AI の飛躍的発達から 弁護士の採用を 控え る こ と に な る

恐れがある 。 現時点では１ ５ ０ ０ 人程度に し て 、 日弁連統計室の作業結果も

みて 、 弁護士人口を 考え る べき である 。 も ち ろ ん、 司法試験は資格試験な の
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で、 本来数合わせで合否を 決める べき ではな い。 法曹の質の担保は前提と し

て 重要な 要素である 。

資格試験である 司法試験の合格者数に ついて 議論する こ と が試験の性格

から よ いのかと いう 疑問があり 、 組織の立ち 上げに は慎重である 。 ただし 、

そ の声が多いのであれば、 法曹全体の人口の問題を 検討する 会議の設置を 、

横断的に 組織する こ と に 賛成である 。 そ の際、 委員を ど う する かは、 検討課

題だが多く の異な る 意見を 受容する こ と が大切だと 考え て いる 。

２ 　司法試験の選抜機能、 弁護士需要に ついて

（ １ ） ２ ０ ２ ５ 年１ １ 月１ ２ 日、 本年度の司法試験の最終合格者数が１ ５ ８ １

人と 発表さ れま し た。 前年度（ １ ５ ９ ２ 人） に 比べ、 １ １ 人減少し ま し た

が、 合格率は相変わら ず４ ０ ％を超え て いま す。 特筆すべき は、 受験１ 回

目の合格者が昨年度も今年度も 約１ ２ ０ ０ 人を 数え たと いう こ と です。 全

体の合格者数が約１ ６ ０ ０ 人ですから 、 １ 回目の受験で合格し た者が全体

の７ ５ ％を占めて いる と いう こ と に な り ま す。

ま た、 法科大学院在学中受験の合格者は７ １ ２ 人と な り 、 合格者全体の

半分に迫っ て いま す。 こ う し た数字を追う と 、 司法試験は容易に 合格でき

る 試験に な っ たよ う に思え ま す。

ア　以上の状況を 踏ま え 、 司法試験の選抜機能に ついて のご見解を 伺いま

す。

【 回答】

法科大学院合格の選抜機能と同大学院進学の選抜機能はある ので、 単純

に「 容易に 合格でき る 」 と評価し て良いかど う か疑問が残る 。

イ　法科大学院在学中受験者は、 既習コースの場合、 実質的に 法科大学院
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の学習は約１ 年間のみで、 高い合格率と な っ て いま す。 ま た「 法曹コー

ス」 も 考え る と 、 法科大学院制度が創設時に う たい文句に し た「 プロセ

ス重視」 や「 多様性」 と逆行する のではな いでし ょ う か。

【 回答】

養成期間が短期に な っ て いる面は、 「 プロセス重視」 と は逆行する と も

評価し う る 。 短期合格者ばかり が増え て 「 多様性」 が失われて いる かに

ついて は不明だが危惧し て いる 。 ま た、 未習コースの出身者の調査が必

要かも し れな い。

（ ２ ） 政府が目標と する 司法試験合格者数１ ５ ０ ０ 人を 上回る のは３ 年連続  

と な っ て いま す。 こ れは、 全国の弁護士数が毎年１ ０ ０ ０ 人ずつ増え て い

く こ と を 意味し て いま す。 １ ０ ０ ０ 人と いう のは、 毎年東北弁連ま たは道

弁連が増え て いく イメージです。  

そ こ で、 そ れだけ の弁護士需要が毎年増え て いく と お考え か、 そ のよ う

に お考え に な る 場合に はそ の具体的な理由を お伺いし ま す。

【 回答】

先に述べたよ う に 、 現時点では、 大都市部も そ れ以外でも いずれも 弁護士

が足り な いと の声があり 、 企業、 行政も 積極的に 採用し て いる 。 そ こ から

し て 、 現時点では１ ５ ０ ０ 人では足り な いと も 考え 得る 。 し かし 、 将来AI

の飛躍的発達から 弁護士の採用を 控え る こ と に な る 恐れがある 。 現時点で

は１ ５ ０ ０ 人程度に し て 、 日弁連統計室の作業結果も みて 、 弁護士人口を

考え る べき である 。 慎重な 見極めが必要である 。
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第２ 　民事訴訟Ｉ Ｔ 化

１ 　民事訴訟Ｉ Ｔ 化の施行に ついて

（ １ ） 最高裁判所は、 民事訴訟Ｉ Ｔ 化システムと し て 企図し たＴ ｒ ｅ ｅ

ｅ Ｓ の開発遅延を 受け て 、 ２ ０ ２ ５ 年３ 月に な っ てｍ ｉ ｎ ｔ ｓ を改修し

て施行する こ と を 公式に通告し ま し た。 改修さ れたｍ ｉ ｎ ｔ ｓ が完成し

たのは同年１ ０ 月２ ５ 日であり 、 施行日ま で約半年の期間し かあり ま せ

ん。 こ の期間で、 システムのバグや脆弱性、 不具合を 検証し 、 ２ ０ ２ ６

年５ 月に は安定し てシステムを利用でき る と お考え ですか。

　　　【 回答】

　　　　懸念し て いる 。

ま た、 最高裁判所はＴ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ の開発を継続し て 、 ２ ０ ２ ７ 年度中に

はｍ ｉ ｎ ｔ ｓ から 切り 替え る 方針と のこ と です。 正確に は、 ①施行前係属

の旧法適用事件（ 紙利用事件。 ｍ ｉ ｎ ｔ ｓ を利用し て いて も 法的性格は紙

利用事件） 、 ②施行後のｍ ｉ ｎ ｔ ｓ 利用事件、 ③Ｔ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ 利用事件の

３ 種類が一定期間、 並行し て存在する こ と に な り ま す。 弁護士に Ｉ Ｔ の利

用が義務化さ れた後、 せっ かく 習熟し たｍ ｉ ｎ ｔ ｓ から 、 長く て も ２ 年足

ら ずでＴ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ に移行する （ 正確に は、 ど こ かの時点ま ではｍ ｉ ｎ ｔ

ｓ 事件と Ｔ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ 事件が併存する ） こ と で、 混乱が生じ る こ と が懸念

さ れる のではあり ま せんか。

　　　【 回答】

 懸念し て いる 。

（ ２ ） 仮に 、 ｍ ｉ ｎ ｔ ｓ の脆弱性、 不具合に対する 検証の期間が不足し 、 ま た
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Ｔ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ の移行に伴う混乱が懸念さ れる と すれば、 会長就任後、 政府

最高裁判所、 及び国会議員に対し て 、 ど のよ う な 働き かけ を する お考え で

すか。

    

    　【 回答】

ま ずは脆弱性、 不具合の解消を 最高裁に申し入れ、 早期の情報提供の要

請、 施行時期の延期が必要な ら 国会議員要請を する 。

（ ３ ） 最高裁判所に対し て 、 Ｉ Ｔ 義務化後の「 センタ ー（ 問い合わせ窓口） 」

の設置を求めま すか。

最高裁のシステムな のですから 、 最高裁が統一的に対応し な いと 、 現場

の裁判所・ 書記官等も 、 弁護士・ 弁護士会・ 日弁連も 、 混乱と疲弊する こ

と に な っ て し ま う のではあり ま せんか。

【 回答】

　　　 求めた方がよ いのではな いかと 考え る 。

２ 　民事訴訟Ｉ Ｔ 化の本人サポート に ついて

　（ １ ） 民事訴訟のＩ Ｔ 化を 定めた法改正に 関し 、 「 民事訴訟法等の一部を改正

する 法律案に対する附帯決議」 では、 「 政府及び最高裁判所」 を名宛人と

し て 、 本人訴訟の当事者が容易に Ｉ Ｔ を利用し た申立て 等ができ る よ う 、

日弁連等に よ る支援を 受け ら れる環境整備に努める こ と を求めて いま す。

２ ０ ２ ２ 年以降、 Teamsに おけ る接続ト ラブルの続発、 １ （ １ ） で述べ

たＴ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ の開発遅延、 ２ ０ ２ ５ 年３ 月に な っ てｍ ｉ ｎ ｔ ｓ を改修し

て施行する こ と を 最高裁判所が日弁連に 公式に通告し たと いう 状況を 踏ま

え て 、 政府及び最高裁判所は「 環境整備」 の責務を 果たし たと いえ ま すか。
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　　　【 回答】

　　　 環境を整備し たと はいえ な いと 考え る 。

　（ ２ ） 仮に 、 政府及び最高裁判所が「 環境整備」 の責務を 果たし て いな いと す

る のであれば、 政府及び最高裁判所が、 ど のよ う な 「 環境整備」 を すべき

である のか、 具体的に 、 ご教示く ださ い。

ま た、 会長就任後、 政府及び最高裁判所に対し て 、 公式に 、 そ のよ う な

環境整備を求める 働き かけ を し ま すか。

　　　【 回答】

本人訴訟の当事者が容易に Ｉ Ｔ を利用し た申立て 等ができ る よ う に し な

け ればな ら な い。 本人サポート を 受け な く て も よ い環境整備を する 。 例

え ば、 裁判所の窓口で当事者が容易に ITを利用し た申立ができ る よ う な

仕組みを 設け る こ と が挙げら れる 。

（ ３ ） 基本方針と 現在の日弁連執行部の方針

ア　現在の日弁連執行部は、 本人サポート を実施する かど う かは各弁護

士　　　

及び弁護士会の任意である と し て いま す。 会長に就任さ れたのち 、 現

在

の執行部の方針を引き継ぎま すか。 つま り 、 本人サポート を 提供する

か

ど う かは、 各弁護士及び各弁護士会が自由に 決めて良いと いう こ と で

よ 　　

ろ し いですか。
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【 回答】

日弁連が主導し て 、 各弁護士の過度な負担や責任、 そ し て 弁護士会に

負担・ 責任を押し付け な い仕組みができ る ま で推進し な い、 と いう こ と

に すべき である 。

イ　現在の日弁連執行部は、 「 実質サポート 」 の用語を使用し な いと説明

し て いま す。 「 実質サポート 」 と は、 内実は法律相談・ 法的助言ですか

ら 、 「 サポート 」 と いう 用語を使う こ と がおかし いのであり 、 こ の用語

を使用し な いこ と は当然である と 考え ら れま す。

し かし 、 日弁連が対外的に 公表し て いる 「 民事裁判手続のＩ Ｔ 化に お

け る 本人サポート に 関す る基本方針」 （ 以下「 基本方針」 と い い ま

す。 ） では、 「 法的助言な ど を伴う 法律サービスと セッ ト に な っ たサ

ポート 業務（ 実質サポート ） は、 弁護士のみがな し う る こ と であり 、 弁

護士又は弁護士会が担う 必要がある 。 」 と説明し て いま す。

そ う する と 、 弁護士会内部と 、 対外的に 公表し て いる 方針と の用語の

違いに よ っ て混乱が生じ る こ と はあり ま せんか。

【 回答】

現在の執行部に 確認すべき だが、 上記同様の感想を持っ て いる 。

ウ　仮に 、 多く の弁護士会が本人サポート を 提供し な いと いう こ と に な っ

た場合、 政府及び最高裁判所から 、 日弁連が対外的に 公表し て いる基本

方針及び民事訴訟法改正後に 公表さ れた２ ０ ２ ２ 年５ 月２ ０ 日「 民事訴

訟法等の一部を改正する 法律の成立に ついて の会長声明」 に基づいて 、

全国的に 本人サポート を 提供する よ う 求めら れる のではあり ま せんか。
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そ の場合、 日弁連から 、 各弁護士ま た は弁護士会に対し て 、 本人サ

ポート を 提供する よ う 、 強く 要請する こ と に な る のではあり ま せんか。

仮に そ のよ う な 要請がな さ れる のであ れば、 そ れは実質的に は「 任

意」 ではな く 「 強制」 に な る のではあり ま せんか。

【 回答】

現在の執行部に 確認すべき だが、 上記同様の感想を持っ て いる 。

エ　現在の日弁連執行部は、 民事訴訟法改正時の附帯決議に お いて 「 連

携」 を求めら れて いる から 、 本人サポート を する と いう趣旨の説明を さ

れて いま す。 し かし 、 附帯決議は政府及び最高裁判所に対し て環境整備

を求めて いま す。 こ の環境整備が不十分である こ と を理由と し て 、 本人

サポート を 提供し な いと いう 説明が可能ではあり ま せんか。

【 回答】

　現在の執行部に 確認すべき だが、 上記同様の感想を持っ て いる 。

オ　上記のよ う な ２ ０ １ ９ 年から 現在に至る 状況を 踏ま え れば（ 状況に は、

基本方針を 決めた時点ではま だ本人に も Ｉ Ｔ を義務化する案も 検討さ れ

て いま し たが、 そ の後、 改正民訴法で本人に は義務化し な いこ と で決着

し たこ と も含む） 、 基本方針は公式に 見直すべき ではあり ま せんか。

　　　　　見直す場合、 弁護士会に対し て 意見照会を さ れま すか。

【 回答】

民事裁判IT化運用が迫っ た現在、 見直し 作業に着手する よ り は、 IT化運

用が始ま っ た後の状況を観察し つつ見直し た方が良いのではな いかと 考
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え て いる 。 そ の場合は弁護士会に対し て 意見照会し て も いいが、 日弁連

役員（ 副会長、 理事等） の意見を良く 聞いて から 決めたい。

（ ４ ） サポート がな け れば自分ではＩ Ｔ 対応でき な い本人に と っ て のデメ リ ッ

ト

本人サポート は、 基本的に 、 本人が自分ではＩ Ｔ を利用でき な いと いう

想定です。 本人サポート で、 本人がオンライン利用に誘導さ れる と 、 オン

ライン提出だけ でな く 、 相手の提出物の受け取り もオンラインに な り 、 さ

まざま な通知・ 連絡もオンラインで届き ま す。 結局、 サポータ ーがオンラ

イン対応する だけ で、 本人に はＩ Ｔ の利便性は何も 関係あり ま せん。

そ こ で、 質問です。

　　　　本人は、 本人サポート を利用し な け れば、 従来ど おり 紙で提出し紙で受

け取れる のに 、 本人サポート に誘導さ れる と 、 サポート 費用を負担し 、 さ

ら に 提出及び受け取り 確認な ど で、 サポータ ーの操作ミ スやシステムエ

ラーのリ スク 、 見落と し のリ スクな ど を負担する こ と に な り ま す。 本人に

と っ て は逆に不利益ではあり ま せんか。

【 回答】

       確かに 、 不利益と な る面はある 。

（ ５ ） 弁護士・ 弁護士会に と っ て

ア　仮に 弁護士や弁護士会が「 本人サポート 」 を 提供し た 場合、 た と え ば 、

以下の①な いし④のよ う なリ スクがあ る のではあ り ま せんか。 リ スクが

あ る と のお考え であ れば、 日弁連と し て ど のよ う な対応を すべき と 、 お

考え ですか。
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① 　「 本人サポート 」 は「 事実行為」 であ る た め、 弁護士賠償責任保

険の適用がな いこ と 。

② 　Ｉ Ｔ の専門家ではな いのに操作ミ スやシステムエラーのリ スクを

負う こ と 。

③ 　アッ プロード だけ を引き 受け る こ と は基本的にむずかし いと思わ

れま す。 受け取り や通知もオンラインに な っ て し ま う と こ ろ 、 本人

サポート を利用する 本人は、 そ のよ う な対応が難し い想定だから で

す。 そ のため、 弁護士がシステム送達受取人の届出を余儀な く さ れ

る こ と に な る でし ょ う 。 そ う する と 、 相手のオンライン提出やさ ま

ざま なオンライン通知を 見落と さ ず、 裁判進行に 間に 合う よ う に 必

要なダウンロード を 行っ て 本人に交付し 、 裁判所から の通知も含め

て 本人に速やかな 連絡を する 、 等々の責任が発生する のではな いで

し ょ う か。

そ れら に 見落と し やミ スがあっ た場合、 責任を追及さ れる のでは

な いでし ょ う か。 訴訟代理人ではな く 、 事実行為だけ を依頼さ れた

のに も かかわら ず、 です。

【 回答】

　確かに 、 弁護士に不利益と な る面はある と 考え ら れる 。

④ 　「 事実行為」 と はいえ 、 本人サポート を依頼し た本人も し く は相

手方から 、 利益相反、 守秘義務、 信頼関係の問題等々 、 さ まざま な

ト ラブルが起き る 可能性があり ま す。

　たと え ば、 本人サポート の契約を し た後、 本人からアッ プロード

を依頼さ れた書類に 、 名誉毀損そ の他、 提出に 法的な 問題のある内

容が含ま れて いる 場合、 弁護士はど う し たら いいのでし ょ う か。
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イ　本人サポート に ついて の相談があっ た場合、 特に自分自身でＩ Ｔ を利

用　　でき な いある いは利用が困難な 人の場合、 弁護士に は、 「 ①本人訴訟

の場　　合は従来ど おり 紙で裁判でき る こ と 。 ②本人サポート を利用し た場

合は全　　てオンライン対応に な る こ と 。 そ の場合のリ スクな ど のデメ リ ッ

ト 」 を 、

き ち んと説明する責務がある のではな いでし ょ う か。

【 回答】

「 責務」 と いう 表現が妥当かど う かはと も かく 、 「 説明すべき だ」 と 考

え る 。

（ ６ ） 非弁行為と の関係

「 非弁対策のた めに も 弁護士・ 弁護士会が本人サポート を する 必要があ

る 。 」 と の意見があ り ま すが、 「 本人サポート 」 の内容は「 事実行為」 で

あ り 、 有償・ 無償を 問わず、 弁護士でな く て も誰でも でき ま す。 日弁連が

「 本人サポート 」 を広報すればするほど 、 逆に 、 当事者が「 本人サポー

ト 」 を 受け る 必要があ る と誤解し て 、 他の業者等に誘導する こ と に な る の

ではあり ま せんか。

むし ろ 、 自分でＩ Ｔ の利用がむずかし い当事者は、 こ れま でど おり 紙で提

出でき て 、 相手から も紙で受け取れる こ と を広報し た方が、 非弁対策に な る

のではあり ま せんか。

【 回答】

現在の執行部に 確認すべき だが、 おっ しゃっ て いるリ スクが生じ る 可能性

がある と感じ る 。
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第３ 　当番弁護士の登録者数

１ 　現在、 当番弁護士に登録し て 、 実働し て いま すか。

【 回答】

現在は登録し て いな い。

２ 　現在、 登録し て 、 実働し て いな いと し て 、 いつま で登録し て実働し て い

ま し たか。

【 回答】

当初は登録し て いたが、 いつま で登録し て いたかは確認する 。

３ 　登録し て実働し な く な っ た理由を教え て く ださ い。

【 回答】

国際司法支援の各プロジェク ト 、 ハーグ条約案件を含めたADR あっ

せん人， 原子力損害賠償紛争解決センタ ー仲介委員， 東日本大震災復

興支援委員会委員と し て の各種法律相談委員な ど自分の時間の３ ０ ％

～４ ０ ％程度は委員会以外の公益活動を 長年し て き たこ と から 、 自身

の公益活動と し て そ のよ う な活動を中心に し て き た。 日弁連での活動

は３ ０ 年以上と な る がそ の間、 嘱託、 室長、 委員会委員長、 常務理事

な ど 多く の役職も経験し て き た。 こ のよ う な他の公益活動、 プロボノ

活動で多忙と な り 、 刑事事件を 担当する余裕がな く な っ たこ と が残念

である 。

４ 　現在、 全国の弁護士会で、 当番弁護士の登録者数が減少し て いま すが、 そ
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の理由に ついて 、 ど のよ う に 考え ま すか。

「 費用が安すぎる から 」 と か、 「 負担が重いから 」 と いう指摘も あり ま す

が、 そ れは１ ０ 年前も同じ だっ たのではあり ま せんか。

【 回答】

「 当番弁護士」 の登録者数が減少し て いる と いう が実態は「 被疑者国選弁護

士」 の登録者数が減少し て いる と いう こ と ではな いかと 考え る 。 すな わち 、

今から ３ ０ 数年前に当番弁護士制度が発足し たと き 、 そ れは「 逮捕・ 勾留さ

れた被疑者に １ 回だけ無料で接見する制度」 であっ た。 当番弁護士はそ の１

回無料の接見に つき １ 万円と いっ た日当を 得て 、 そ れで活動は終了であっ た。

と こ ろ が、 今から １ ５ 年位前に被疑者国選制度が導入さ れたと き 、 多く の弁

護士会でこ の当番弁護士の名簿と被疑者国選の名簿と を 連動さ せたも のと思

われる 。 こ の被疑者国選は導入当初対象事件が限定さ れて いたと こ ろ 、 そ の

後順次拡大さ れ、 今日では勾留全件が対象と な っ て いる 。 そ う する と 、 発足

    当初は１ 回の接見で日当を 得て 終了であっ た当番弁護士が、 今日では初回接  

    見から ２ ０ 日間の被疑者国選、 そ し て こ れが起訴さ れる と被告人国選と し て  、  

    数か月の活動を伴う 弁護活動に 大き く 変容し たと いえ る 。  こ の発足当初の当

番弁護士の負担と 、 現在の当番弁護士こ と被疑者被告人国選の負担と の差は

隔絶の感がある 。 こ の負担感の差が当番弁護士こ と被疑者被告人国選の登録

者減少の一因である と 推測する 。 も う 一つの要因は、 そ のよ う な 多大の負担

ある当番弁護士こ と被疑者被告人国選の報酬の低さ と 考え る 。 こ の点、 昔の

国選弁護は、 「 国費で要請さ れた者の義務」 と し て 多く の会員が低報酬を い

と わず受任し て いた。 そ も そ も 、 昔は国選弁護もプロボノ に 位置づけ ら れて

いたく ら いである 。 １ ０ 年前、 少な く と も被疑者国選導入前と今日と で「 費

用が安すぎる 」 、 「 負担が重いから 」 のレベルは格段に違う 。

　こ のよ う に 、 当番弁護士数の減少は、 被疑者国選の導入と拡大及び低報酬
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並びに 法曹養成性に対する 国費投入の脆弱さ 、 に ある と 考え る 。

５ 　以前と 比べて 、 「 登録後〇年目～〇年後」 の世代ごと で、 顕著に登録率が

下がっ て いる世代はあり ま すか。 ある 場合は、 具体的な内容を教え て く ださ

い。 ま た、 そ の理由に ついて 、 ど のよ う に 考え ま すか。

【 回答】

 調査し な いと分から な い。

６ 　登録し て実働する 人を 増やすための方策と し て 、 任期中に 、 具体的に ど の

よ う な施策を講じ ま すか。

【 回答】

　前述し た原因分析を基に する と 、 ①報酬増を 法テラスに 働き かけ る 、 ②（ 司

法研修所を維持する に せよ 、 ロースクールに一本化する に せよ ） 法曹養成

に対する 国費投入の大幅増を図り 、 併せて 法曹養成の中で「 国費で要請さ

れた者の義務」 と いう感覚を涵養する 。

第４ 　広告規制問題

１ 　弁護士業務広告の規制のための日弁連の取組に ついて （ そ のための予算化

を ）

　（ １ ） 投資詐欺対応の弁護士業務広告、 債務整理対応の弁護士業務広告な ど の

分野に おいて は、 業務広告の弊害が著し いと思われま す。

　Ｔ Ｖ 広告や近年著し いリ スティ ング広告（ 検索連動型広告） のよ う な高

額の広告料を 要する広告は、 本来、 大量販売・ 大量消費を 前提と し た商品

に な じむ広告です。 他方、 弁護士業務は、 職人的な側面がある こ と や、 紛
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争に 関わる 業務である ため、 業務自体が大変手間のかかる も ので、 大量販

売・ 大量消費と はな じ ま な いも のと 考え ら れま す。

　し たがっ て 、 大量販売・ 大量消費を 前提と し た高額な広告は弁護士業務

に はな じ ま ず、 そ の利用は不適切ではな いかと 考え ら れま す。

　　　　Ｔ Ｖ 広告のよ う に高額の広告料を支払う こ と は、 反面で弁護士業務がお

ろ そ かに な っ たり 、 難し い業務は回避し て 大量処理のみができ る簡易な 業

務のみに従事する こ と な ど 、 収益のために 業務がゆがめら れる こ と に つな

がり やすく 、 ひいて は弁護士に対する 社会的信頼の低下に つな がる おそ れ

があり ま す。

（ ２ ） 次に広告の内容面に ついて ですが、 ２ ０ １ ７ 年に広告が景表法違反だと

いう こ と で措置命令が出さ れたのは債務整理対応の広告でし た。

　　　　国際ロマンス詐欺の被害救済を う たう ネッ ト 広告は、 回収の見込みがな

い状況に おいて は虚偽広告に な り ま す。 投資詐欺被害、 情報商材詐欺被害

に ついて も 、 そ れと同種の欺瞞的広告が多数あり ま す。

　日弁連は、 こ れら に対し て は、 ２ ０ ２ ５ 年に規則改正、 指針改正を 行っ

たと こ ろ ですが、 そ れら のルールの執行と いう 点では、 特段の措置を講じ

て はいま せん。 医療広告の分野では厚労省がネッ ト パト ロール事業を実施

し て 、 違反広告の調査を し て執行に つな げて いま す。

（ ３ ） そ こ で、 次のと おり 、 質問いたし ま す。

ア　業務広告の制限に つき 、 内容面のみな ら ず、 広告料の金額の上限規制

を求める 意見も あり ま すが、 ど う お考え ですか。

【 回答】

　広告料の上限規制は独占禁止法等の法律と の関係やそ れが効果的な 方策

である かを十分に精査し な け ればな ら な いと思いま す。
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イ　業務広告に対するルールの執行に ついて は、 日弁連でも早急に対応し

て いく こ と が必要ではな いでし ょ う か（ 医療分野に お け るネッ ト パト

ロール事業のよ う な取組） 。

【 回答】

ど こ ま で日弁連で広告規制ができ る か精査し て対応し て き たいと 考え ま す。

第５ 　弁護士に共通する 「 本質」 は何か

弁護士人口が５ 万人近く と な り 、 弁護士の活動領域も 多様化し て いま すが、 全

て の弁護士に共通する 「 本質」 は何である と 考え ま すか。

そ の「 本質」 を維持、 発展さ せる ために 、 任期中、 ど のよ う な施策を講じ ま す

か。

【 回答】

弁護士の本質は、 弁護士の独立性、 人権擁護、 弁護士自治、 公共性（ プロ

フェッ ショ ン性） だと 考え ま す。 そ の視点から各分野に おいて 選挙公報で述べた

よ う は施策を講じ て いき たいと思いま すので、 ご支援のほど お願い申し 上げま す。

以上
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